
第5回基本計画変更（案）

(金）平成28年8月12日
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平成28年8月12日（金）

国土交通省関東地方整備局

河 川 部

記者発表資料

｢八シ場ダムの建設に関する基本計画」の変更について

〆 、

国土交通省関東地方整備局では、洪水被害⑱軽減や都市用水の確保等のために、

八シ場ダム建設事業を進めてきており、ダム本鉢のコンクリート打設を開始するまで

に至っています。

今般､伺事謂亘ついて、特定多目的ダム法第4条の基本計画を変更することとし、

本日、同条第4項の規定に基づき、関係都県知事及び関係巍水者の意見をお聴きする
手続を開始します。

○事業費

○工期

約4,600億円→約5,320億円

平成31年度 （変更なし）

、‐ ノ

発表記者クラブ
や

竹芝記者クラブ、神奈ji健設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、

刀水クラブ･テレビ記者会、埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、東京都庁

記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会､国士交通省交通運輸
記者会

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局Y胤：048-6刺-3151（代表）

FAX w948-500-1378

ふるいちひでのり

河川部広域水管理官 古市秀徳 〈内線3516）

いしだかずや

河川計画課課長補佐 石麹和也 （内線5853）
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八シ場ダムの建設に関する基本計画（第5回変更）について

1 ．基本計画変更の主な経緯

8群ﾛ42年4月 封撮十頤瀧手

昭和45年4月 建設事業着手

暇ﾛ61年7月10日難+聯（事業費:約2,110億円6㈹劇団、

平成13年9月27日第1回変更 （事業費:約2,110億円6㈹劇耐、

平成16年9月28日第2回変更 （事業費:約4,6m億円Ⅲ15"m、

平成20年9月12日第3回変更庫業費:約4,棚ｲ評］H19単価、

平成25年11月20日第4回変更霞業費:約4,6㈹億円Ⅱ22=Im，
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2．この時期に変更に至った理由

事業が終盤を迎え、基礎掘肖llが概ね完了したことにより、事業の詳細な内容が概ね確

定したことから、コストの精査を行いました。

コスト縮減の工夫をしてもなお、前回計画変更以降の状況変化により、基本計画に定

める「建設に要する費用の概算額」（事業費）を変更する必要が生じたため、今般、基

本計画の変更を行うものです。

3．変更内容

（1）建設に要する費用の概算額（事業費）

第4回変更以降における、工事の進展に伴って明らかとなった社会状況の変化等により、

現事業費 ：約4,600億円(H22単価）

新事業費（案） ：約5，320億円(H27単価）

と変更します。

なお、新事業費（案）は、約76億円の今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。

（2）その他

工期については、「平成31年度までの予定｣で変更ありません。

4
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4．事業費の主な増要因

(単位：億円）

※合計については、四捨五入の関係で一致しないことがあります。

コスト縮減の取り組み5．

新事業費（案）の増額720億円は、約76億円の今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。

(単位：億円）

5

150

増要因 増額

1．社会状況の変化に係る要因

1．1爾産化による変更

1．2関係楓関との飼整等による変更(埋蔵文化財対応など）

91

3

88

2.地すべり等安全対策に係る要因

2．1地すべり等安全対策による変更

141

141

3.現地状況の変化に係る要因

3．1地質条件の明確化等による変更

3．2用地取得腫航写による変更

215

202

13

4．自然災害に係る要因等

4．1洪水や大■対応による変更

8

8

5.社会経済的要因

5．1公共工事ロ連単伍の変化等

5．2消受税亭の変更

266

233

32

合計 720

縮減内容 縮減額

1．工事の設計･施工等の見直しに係る縮減

1．1本体工事のための工事用道路の犠負等見直しによる減

1．2他事案の連設発生土を盛土材料に有効活用することによる減

▲ 7

▲ 4

▲ 3

2．管理計画等の見直しに係る縮減

2．1貯水池内伐採を遍択伐採とし､伐採範囲を輪小したことによる減

2．2水没区岡の旧鉄逝施彼のパラスト微去受用の取り止めによる激

▲ 22

▲ 12

▲ 10

3.鯛査･設計等の精度向上に係る縮減

3．1地質鯛査等の鯖度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減

▲ 47

▲ 47

合計
▲ 76



第5回変更（案）現行

八シ場ダムの建設に関する基本計画八シ場ダムの建設に関する基本計画
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現行 第5回変更（案）

八シ場ダムの建設に関する基本計画

1建設の目的

（1）洪水調節

3

八シ場ダムの建設される地点における計画高水流量毎秒

000立方メートルのうち、毎秒2

の洪水調節を行う。

（2）流水の正常な機能の維持

ツ 800立方メートル

吾妻川における流水の正常な機能の維持と増進を図る。

（3）水道

群馬県に対し、別途手当される農業用水の合理化により行

われるかんがい期における用水の確保（以下「別途手当」

という。）と合わせて、新たに1 日最大172，800立方メ

ートル、藤岡市に対し、新たに1 日最大21 ，600立方メ

ートル、埼玉県に対し、別途手当と合わせて、新たに1 日

最大857 ，100立方メートル、東京都に対し、別途手当

と合わせて、新たに1 日最大499 ，300立方メートル

千葉県に対し、別途手当と合わせて、新たに1日最大126 ，

100立方メートル、北千葉広域水道企業団に対し、新たに

1 日最大30，200立方メートル、印旛郡市広域市町村圏

事務組合に対し、新たに1 日最大46，700立方メートル、

茨城県に対し、新たに1 日最大94，200立方メートルの

水道用水の取水を可能ならしめる ◎

八シ場ダムの建設に関する基本計画

1建設の目的

（1）洪水調節

同左

（2）流水の正常な機能の維持

同左

（3）水道

同左
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現行 第5回変更（案）

（4）工業用水道

群馬県に対し、別途手当と合わせて、新たに1 日最大30 7

200立方メートル、千葉県に対し、新たに1 日最大40，6

00立方メートルの工業用水の取水を可能ならしめる。

（5）発電

八シ場ダムの建設に伴って新設される八シ場発電所にお

いて、最大出力11

2位置及び名称

（1）位置

利根川水系吾妻川

700キロワットの発電を行う。

右岸群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯字金花山

左岸群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑字八シ場

（2）名称

八シ場ダム

3規模及び型式

（1）規模

堤高（基礎地盤から堤頂までをいう。） 116．0メー

トル

（2）型式

重力式コンクリートダム

（4）工業用水道

同左

（5）発電

同左

2位置及び名称

（1）位置

同左

（2）名称

同左

3規模及び型式

（1）規模

同左

（2）型式

同左
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現行 第5回変更（案）

4貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する

事項

（1）貯留量

イ総貯留量

最高水位は、標高583．0メートルとし、総貯留量は、

107 500

ロ有効貯留量

， 000立方メートルとする。

最低水位は、標高536 3メートルとし、有効貯留量

は､総貯留量のうち標高583．0メートルから標高536．

3メートルまでの有効水深46 ．7メートルに対応する貯

留量90 ， 000 ， 000立方メートルとする 0

（2）取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分

イ洪水調節

洪水期（毎年7月1 日から1 0月5 日までの間を

いう。以下同じ。） においては、洪水調節を行う場合を除

き、水位を標高555 ．2メートル以下に制限するものと

する ○

洪水調節は、洪水期において標高583 ．0メートルか

ら標高555 ．2メートルまでの容量最大65 ，000，00

0立方メートルを利用して行うものとする。なお、洪水調

節は、非洪水期（毎年1 0月6 日から翌年6月3 0

日までの間をいう。以下同じ。） においても予備放流によ

り行うことができるものとする。

4貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する

事項

（1）貯留量

イ総貯留量

同左

ロ有効貯留量

同左

（2）取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分

イ洪水調節

同左
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現行 第5回変更（案）

ロ流水の正常な機能の維持

流水の正常な機能の維持と増進を図るための貯留量は、

洪水期においては標高555 ．2メートルから標高536

3メートルまでの容量25 ，000 ，000立方メートルの

うち最大1 ，313 000立方メートルとし、それ以外の

期間においては標高583．0メートルから標高536 ．3

メートルまでの容量90 ，000 ，000立方メートルのう

ち最大4，022，000立方メートルとする。

ハ水道

群馬県の水道用水として、渋川地点下流において、別途

手当と合わせて通年取水を可能とするため、毎年9月2

6 日から翌年5月3 1 日までの間において新たに1

日最大172 , 800立方メートルの取水を、藤岡市の水

道用水として、渋川地点下流において、新たに1 日最大

21
，600立方メートルの取水を、埼玉県の水道用水とし

て、利根大堰地点下流において、新たに1 日最大57 9

00立方メートル及びこのほか別途手当と合わせて通年

取水を可能とするため、毎年1 0月1 日から翌年3月

3 1 日までの問において新たに1 日最大799 ，200

立方メートル、毎年4月1 日から4月1 0 日までの

間において新たに1 日最大643 800立方メートル

毎年4月1 1 日から4月1 5 日までの間において

新たに1 日最大320 ，000立方メートルの取水を、東

ロ流水の正常な機能の維持

同左

ハ水道

同左
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現行 第5回変更（案）

京都の水道用水として、利根大堰地点下流において、新た

に1 日最大451 7 000立方メートル及びこのほか別

途手当と合わせて通年取水を可能とするため、毎年1 0

月1 日から翌年4月1 5 日までの間において新たに

1 日最大48，300立方メートルの取水を、千葉県の水

道用水として、栗橋地点下流において、新たに1 日最大

85 500立方メートル及びこのほか別途手当と合わせ

て通年取水を可能とするため、毎年1 0月1 日から翌

年3月3 1 日までの問において新たに1 日最大40 う

600立方メートルの取水を、北千葉広域水道企業団の水

道用水として、栗橋地点下流において、新たに1 日最大

30，200立方メートルの取水を、印旛郡市広域市町村圏

事務組合の水道用水として、布川地点下流において、新た

に1 日最大46，700立方メートルの取水を、茨城県の

水道用水として、栗橋地点下流において、新たに1日最大

94

する ◎

200立方メートルの取水を可能ならしめるものと

群馬県の水道用水のための貯留量は、別途手当と合わせ

て通年取水を可能とするための貯留量として、洪水期にお

いては標高555．2メートルから標高536．3メートル

までの容量25，000，000立方メートルのうち最大26

5，000立方メートル、非洪水期においては標高583．0

メートルから標高536．3メートルまでの容量90，00

同左
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現行 第5回変更（案）

0，000立方メートルのうち最大7 ，004，000立方メ

－トルとする。

藤岡市の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25，000，000立方メートルのうち最大322，00

0立方メートル、非洪水期においては標高583 0メー

トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，0

00立方メートルのうち最大986，000立方メートルと

する C

埼玉県の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25 ， 000 000立方メートルのうち最大1 180

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

，

一トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大3 ，058，000立方メー

トルとし、このほか別途手当と合わせて通年取水を可能と

するための貯留量として、洪水期においては標高555．2

メートルから標高536．3メートルまでの容量25 ，00

0
，000立方メートルのうち最大6，533，000立方メ

－トル、非洪水期においては標高583 ．0メートルから

標高536．3メートルまでの容量90，000，000立方

メートルのうち最大30 ，935 ，000立方メートルとす

る 0

同左
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現行 第5回変更（案）

東京都の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25 ，000 000立方メートルのうち最大9，191 ，

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

一トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大23 ，824 ， 000立方メ

－トノレとし、このほか別途手当と合わせて通年取水を可能

とするための貯留量として、洪水期においては標高555．

2メートルから標高536．3メートルまでの容量25 ，0

00 ナ 000立方メートルのうち最大51 000立方メー

トル、非洪水期においては標高583 ．0メートルから標

高 536．3メートルまでの容量90，000，000立方メ

一トルのうち最大1 828 ､ 000立方メートルとする。

千葉県の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25，000 000立方メートルのうち最大1，743，

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

－トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大4，518，000立方メー

トルとし、このほか別途手当と合わせて通年取水を可能と

するための貯留量として、洪水期においては標高555．2

メートルから標高536．3メートルまでの容量25

0
ツ

， 00

000立方メートルのうち最大43 ，000立方メート

同左
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現行 第5回変更（案）

ル、非洪水期においては標高583 ．0メートルから標高

536．3メートルまでの容量90，000，000立方メー

トルのうち最大1 ，417，000立方メートルとする。

北千葉広域水道企業団の水道用水のための貯留量は、洪

水期においては標高555 ．2メートルから標高536 ．3

メートルまでの容量25

ち最大616

000 000立方メートルのう

000立方メートル、非洪水期においては

標高583．0メートルから標高536．3メートルまでの

容量90 ，000 ，000立方メートルのうち最大1，597，

000立方メートルとする。

印旛郡市広域市町村圏事務組合の水道用水のための貯

留量は、洪水期においては標高555 ．2メートルから標

高 536．3メートルまでの容量25，000，000立方メ

一トルのうち最大951 ， 000立方メートル、非洪水期

においては標高583．0メートルから標高536．3メー

トルまでの容量90 ，000，000立方メートルの

大2 465 000立方メートルとする 0

うち最

茨城県の水道用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

容量25，000，000立方メートルのうち最大1 ,919,

000立方メートル、非洪水期においては標高583．0メ

－トルから標高536．3メートルまでの容量90，000，

000立方メートルのうち最大4，975 ，000立方メー

同左
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現行 第5回変更（案）

トルとする。

ただし、水道のための多目的ダムの使用は、イに規定す

る洪水調節及びロに規定する流水の正常な機能の維持に

支障を与えないように行うものとする

ニエ業用水道

0

群馬県の工業用水として、渋川地点下流において、別途

手当と合わせて通年取水を可能とするため、毎年9月2

6 日から翌年5 月3 1 日までの間において新たに1

日最大30 ，200立方メートルの取水を、千葉県の工業

用水として、栗橋地点下流において、新たに1 日最大19，

900立方メートルの取水を、布川地点下流において、新

たに1 日最大20，700立方メートルの取水を可能なら

しめるものとする C

群馬県の工業用水のための貯留量は、別途手当と合わせ

て通年取水を可能とするための貯留量として、洪水期にお

いては標高555．2メートルから標高536．3メートル

までの容量25 ，000 000立方メートルのうち最大4

6，000立方メートル、非洪水期においては標高583．0

メートルから標高536 3メートルまでの容量90，00

0，000立方メートルのうち最大1

－トルとする。

226 000立方メ

千葉県の工業用水のための貯留量は、洪水期においては

標高555．2メートルから標高536．3メートルまでの

同左

ニエ業用水道

同左
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現行 第5回変更（案）

容量25，000，000立方メートルのうち最大827，00

0立方メートル、非洪水期においては標高583．0メー

トルから標高536．3メートルまでの容量90．000，0

00立方メートルのうち最大2 ，145

ルとする。

000立方メート

ただし、工業用水道のための多目的ダムの使用は、イに

規定する洪水調節及びロに規定する流水の正常な機能の

維持に支障を与えないように行うものとする。

ホ発電

八シ場発電所の取水量は、毎秒13．6立方メートル以

内とし、発電のための貯留量は、洪水期においては標高5

55 ．2メートルから標高536．3メートルまでの容量2

5 000 000立方メートル、非洪水期においては標高

583．0メートルから標高536．3メートルまでの容量

90 000 000立方メートルとする。

ただし、発電のための取水は、イに規定する洪水調節、

ロに規定する流水の正常な機能の維持、ハに規定する水道

及び二に規定する工業用水道に支障を与えないように行

うものとし、これらのための放流による場合を除き行って

はならない 0

同左

ホ発電

同左



第5回変更（案）現行

5ダム使用権の設定予定者

群馬県（水道）

藤岡市（水道）

埼玉県（水道）

東京都（水道）

千葉県（水道）

北千葉広域水道企業団（水道）

印旛郡市広域市町村圏事務組合（水道）

茨城県（水道）

群馬県（工業用水道）

千葉県（工業用水道）

群馬県（発電）

5ダム使用権の設定予定者

同左

I

一
⑤
価

6建設に要する費用及びその負担に関する事項

（1）建設に要する費用の概算額

約4，600億円

（2）建設に要する費用の負担者及び負担額

イ河川法第59条、第60条第1項及び第63条の規定に

基づく国並びに群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、栃木県

及び茨城県の負担額

建設に要する費用の額からハに規定する負担額を減じ

た額に1，000分の546を乗じて得た額とする。

6建設に要する費用及びその負担に関する事項

（1）建設に要する費用の概算額

約5，320億円

（2）建設に要する費用の負担者及び負担額

イ 同左
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現行 第5回変更（案）

ロ 特定多目的ダム法第7条第1項の規定に基づく群馬

県（水道）、藤岡市（水道）、埼玉県（水道）、東京都（水

道）、千葉県（水道）、北千葉広域水道企業団（水道）、印

旛郡市広域市町村圏事務組合（水道）、茨城県（水道）、群

馬県（工業用水道）及び千葉県（工業用水道）の負担額

群馬県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

じて得た額とする。

000分の20を乗

藤岡市（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

て得た額とする。

000分の5を乗じ

埼玉県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

乗じて得た額とする。

町 000分の168を

東京都（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

乗じて得た額とする。

フ 000分の154を

千葉県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

じて得た額とする。

， 000分の33を乗

北千葉広域水道企業団（水道）の負担額は、建設に要す

る費用の額からハに規定する負担額を減じた額に1

0分の10を乗じて得た額とする。

ツ
00

ロ 同左
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現行 第5回変更（案）

印旛郡市広域市町村圏事務組合（水道）の負担額は、建

設に要する費用の額からハに規定する負担額を減じた額

に1 000分の15を乗じて得た額とする。

茨城県（水道）の負担額は、建設に要する費用の額から

ハに規定する負担額を減じた額に1

じて得た額とする。

000分の31を乗

群馬県（工業用水道）の負担額は、建設に要する費用の

額からハに規定する負担額を減じた額に1

を乗じて得た額とする。

， 000分の4

千葉県（工業用水道）の負担額は、建設に要する費用の

額からハに規定する負担額を減じた額に1，000分の14

を乗じて得た額とする。

ハ特定多目的ダム法第7条第1項の規定に基づく群馬県

(発電）の負担額

群馬県（発電）の負担額は、建設に要する費用の額に1

000分の1を乗じて得た額とする。

7工期

昭和42年度から平成31年度までの予定

，

同左

ハ同左

7工期

同左



資料A八ｼ鰯ダム建設事業総事業費内訳(案）

’ (窒醗:百万円）

現計画事妄費
(第4回変更）

現計画事案費
（組み排え）

壷亜要厩
事菓畳(裳）

平戒2鐸度室で 平成27年度以慨
頂 工腰lau IR別 旧Xリ 外的要因 燭湾

贈篭合計

回垂醒耳琴
４
炉

全
垂

坐
甦

毎
コ1．社会快罠の

交化に優器婁
國

3.現辿状漫の
交化に優る憂

国

2.惣すべり耳
安全対策に低

る要國

4.戸魅災害に
優る妻巨等

致量 単位 金型 数童 皐位 室護 輩璽 単潭

(千円）

全璽 註昼 全期 数量単逼

〔羊円）
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資料B

事業費の主な増要因(案）

※上表の増額は､今後のコスト縮減を見込んだ上での額です。
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増要因 比率
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増額

1．社会状況の変化に係る要因

F/T砺花E罵遍－－－－~
Ｉ

’
1．1．1大規模地慶に対する鰯展性龍顛査による変更

1．2凹係援関との■整等による変更(埋蔵文化財対応など）

’
1.2.1埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大に伴う増

1.2.2事業者等関係機関との凋整による構造や施工計画の見直しによる増

付替鉄道

景麟地の保全
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3
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67

20

12

8

126％

0.4％

0.4労

12識

9.4角

2.8％

1.6％

1‘漆

2.地すべり等安全対策に係る要因 141

141
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44

19.5％

19.5％

13.鍋

6．職

3.現地状況の変化に係る要因 215
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3
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11

⑨
ｰ
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8
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41
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0
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認.1％
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5．脇
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2.鍋
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1.1％
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L識

1.潟

0.1%

4.自然災害に係る要因等 8

8

8

1琴2％

1.2％

l辱塞

5.社会経済的要因

5.1.2一般管理饗等の改定による変更

5.2消受我率の変更

266

233

212

21

32

36.9％

324％

露.4％

3.脇

4.5％
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八シ場ダム建設事業(報告）
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平成28年8月12日

国土交通省関東地方整備局
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で．事業の概要
(1)八シ場ダム建設事業について

｝I八シ場ダムは、群馬県吾妻郡長野原町（利根川水系吾妻川）において事業中の治水・利水の目的を持つ多目的ダムです。

約4,013偲円')(平成27年度末までの執行見込額）
1)卑願20年歴までは代替地葺傭受蜜腺<

本体工事､生活再建事業を実施中

■予算執行状況

■事業の現状

…

ゴ

1



1｡事業ので。事 概要
(2)八ツ場ダム建設事業の目的

･工期（完成予定年度） ： 平成31年度
･建設に要する費用の概算額： 約5,320億円（新事業費（案））

~I洪水調節l

ダム地点における計画高水流量3,000m3/sのうち、2,800m3/sの洪水調節を行います。

~、

L
』

侈三流水の正常な機能の維持（河川の水量確保）－ 、

－－－－

吾妻川（名勝吾妻峡）における流水の正常な機能の維持と増進を図ります。一
『
ぬ

L
-J

剴新規範市用水の齢造---
新たに水道用水、工業用水の供給を行います。

。水道用水：群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、茨城県に最大21.389m3/sを供給します。

・工業用水：群馬県、千葉県に最大0.82m3/sを供給します。

－－、

L 』
一

(電。 需亜
■
Ｄ
Ｆ
ｚ

Ｐ
■
廊
毎

■可

一一

ダム下流に群馬県により新設される八ﾂ場発電所において､最大出力11,700kWの発電を行います。

L一

2



一

事業 概要利． の
(3)事業の経緯

昭和27年

昭和42年 11月

昭和45年 4月

昭和61年 7月

平成4年 ’ 7月

平成'3年’ 6月
平成13年’ 9月

平成16年’ 9月

利根川改修改訂計画の一環として調査着手

実施計画調査着手

建設事業着手

特定多目的ダム法の基本計画告示（事業費（約2,110億円））

「八ツ場ダム建設事業に係る基本協定書」を締結

「利根川水系八シ場ダム建設事業に伴う補償基準」調印

第1回基本計画変更告示（工期変更（平成12年度→平成22年度））

第2回基本計画変更告示（目的、利水参画量、事業費（約4,600億円）等）

「利根川・江戸川有識者会議」（第1回）を開催
（関東地方整備局長が「利根川水系利根川・江戸ﾉll河川整備計画（案）」を作成するにあたり、河川法第16条の2第3
項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置）
（以降、第11回（平成25年3月）まで開催） ※第5回時に利根川の洪水流出に関する分野の学識経験者3名を追加

平成18年 12月

一
割
の

年
年
年
年
年
年
年

０
１
１
１
２
３
４

２
２
２
２
２
２
２

成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平

第3回墓本計画変更告示（目的、ダム高、工期変更（平成22年度→平成27年度）等）

八シ場ダム本体建設工事の入札を延期（平成21年1月八シ場ダム建設工事の入札公告）

八シ場ダムについて中止の方針を表明（前原国土交通大臣）（平成21年10月八シ場ダム建設工事の入札中止）

全国のダムと同様に八シ場ダムを検証することを表明（前原国土交通大臣）

「八シ場ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を設立（→平成23年11月検討結果を本省報告）

官房長官裁定を踏まえ、八シ場ダムを「事業継続」するとの対応方針を決定（前田国土交通大臣）

八シ場ダムについて、前田大臣の判断を尊重して、早期完成を目指すとの方針を表明（太田国土交通大臣）

蝸
一
明
一
明
一
順
一
明
一
朗
一
朗

l
l

太田大臣は、「「官房長官裁定」には縛られない」「河川整備計画の策定を八シ場ダム本体着工の条件とはしないが、
速やかに策定」との旨を発言

平成25年 1月

年
年
年
年
年

５
５
６
７
８

２
２
２
２
２

成
成
成
成
成

平
平
平
平
平

「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画【大臣管理区間】jの策定・公表

第4回基本計画変更告示（工期変更（平成27年度→平成31年度）等）

八シ場ダム本体建設工事の契約

八ツ場ダム本体建設工事起工式

一級河川利根川水系八シ場ダム建設工事の事業認定の告示

明
一
朋
一
明
一
狙
一
帽
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ー一

巳

事業の進 【1/4】(1) 状況 (平成28年6月末時点）

矛
長野原町補償基準妥結
吾妻町補償基準妥結
代替地分譲基準妥結

H13,6

H16.11

H17.9

補償基準他 地権者との用地補償等に係る基準は全て妥結

用地取得
(456ha)X1

一

二

一

一

●

ご

念

一

二

一

一

●

ご

念
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坐
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▲零
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弓[万一一一■ 〃 ニーロ ｡＝

ゴ ザ雪遂一一画一…F● 。 Q戸毎で ﾞ 鄙． 一頭 一一 畠＝弓も＝ー霊

’
1

家屋移転

(470世帯)澱2
鯛蹴4鴎糧環調 匡

一

室
一
一
》
識垂今一塑一室 ．,－－－・勇 一J…＝吾 舟』 草モミ声

ー一一~幸一一一一ｰ､唾一一－一一~一一‐ーやーｰ－－－－－－－－~÷一－一＝‘一坐程一一＝一一一“－－，一一一一一一四一㎡エーユー一心リユ＝一一一一空△ユーーーユユー～､一一一.一一一坐一一一一一一一一一一一一一一一一一＝

代替地造成 5地区で整備中（うち移転済86世帯）
~

曙-J
今

一ー一一一一ー一一一＝ー一一一一ｰ一一一‐＝一一一一画一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－－－－一…－■■､＝苗々－－－－－－＝一一一－－－－－－－－－－－－－．－－－－－－．一一堅一一一

付替鉄道

(10｡4km)

ユ ーー q干司 ユ 4 ㎡ d 二 暫三

100%(10,4km)

川

－

８

付替国道曙付替県道

(22"8km) ’
I■一一■一哩軍

※3

96%(21.8km)

P~ 品へ

作業ヤード造成､骨材
プﾗﾝﾄﾔｰド造成､工
事用道路､仮締切等

一 ~~＝ー 三 一一－ざ‐－界

作業ヤード造成､骨材
＝一一 目 ．凶一 ■,L&山.一正 一一

‐プーワ U U 等犀･ず~、

事用満路､仮締切等

ダム本体及
び関連工事

仮排水トンネル
納21.7完成〉
仮排水ﾄンネル

(服1‘7完成）

※4※4※4※4

試験湛水ノｺﾝｸﾘｰﾄ打設

岬一一

ロ掘削

■■■-用地取得[－ﾄｰ代替地「－ﾄｰ付替工事[二]-本体関連
長野原町、東吾妻町における八シ壜ダム建設及び関連工事のために必要な用地の合計。

長野原町、東吾嚢町に曲け暴八シ場ダム建設及び関連工事のために必要な移転家屋の合計。
付替国道と付替県通の付替延長に対して、供用（暫定供用含む）を開始している延長の割合を示す。（工事契約へ’…ｽでは99.6%(22.7km)濡手済）
掘削、コンクリート打般等を行うダム本体工事を平成26年8月2､O日に契約締紙
掘削は約9割完了、平成28年6月14臼から本体コンクリート打設開始。（減勢エ部分〉

１
２
３
４

※
※
※
※
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2．事業の進捗状況
(1)事業の進捗状況【2/4】

ひがしあがつ溌寵ち

帯
剖
酎

※平成28年6月索鱒点

戸

｡



2事業の進捗状況
(1)事業の進捗状況【3/4】
一

、／
＃

h
2

霧

■５

一鬮

『

準一．銅

匡
一／

強詞

訂

＝

癖

‐毒

鐸

;霧平成28年6月30日

●｡

窯皇霊』

垂

一

一
一 、■

学
割
句

ダムサイト

峨腿且壬或28誕月23日風…Fi _.『謬雪
本体工事(減勢工）

、 本体工事(基礎掘肖l1(左岸))
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》
》2事業 進捗状況の

『

ー

(1)事業の進捗状況【4/4】

〆 ‐、

八シ場大橋（県道川原畑大戸線）

鵠
剖
剖

道の駅『八ｼ場ふるさと館」
(林地区代蕃地地区内で平成25年4月営業開始） (平成26年10月供用開始）

川原湯温泉駅(JR吾妻線付替新線）
（平成26年10月運用開始）

川原畑地区代替地
(平成19年6月分譲手続き開始､以降整備中）、 ノ 7
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（頭紙のみ）

"g+ ! ､ " ] , 7 , !-《“ 日十 】 ､． 】 』竺

一0

口P

平成28年8月12日（金）

国土交通犠閥蕊地方整臓局

河 川 部

記者発表資料

｢八シ場ダムの建設に関する基本計画」の変更について

、〆

国土交通省関東地方整備局では、洪水被鯵の軽減や都市用水の確保等のために、

八シ場ダム建設事業を進めてきており、ダム本体のコンクリート打設を開始するまで

に至っています。

今般、同事業について、特定多目的ダム法第4条の基本計画を変更することとし、

本日、同条第4項の規定に基づき、関係都県知事及び関係利水者の意見をお聴きする

手続を開始します。

約4,600憾円→約5.320鍾円

平成31年度 〈変更なし）

○事業費

○工期

ノ、

発表記者クラブ
三型些

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、

刀水クラブュデレビ記者会、埼玉県政溌者クラブ、千葉県政記者クラブ、東京都庁

記者クラブ、国土交通記者会、国土交遥省建設専門紙記者会、国土交通犠交透運籍

記者会
e

問い合

国土交通省関東地方盤備局礎L

FAX

わせ先

“8芯01イ151〈代表）

048-“船1378

ふ愚いちひでのり

古市秀徳 （内線蕗16）

いし麓がずや

石田和他 （内線5863）

河川部広域水管理官

河川計画課課長補佐

■

的

178



S.基本計画の変更内容
主宰

(1)基本計画変更の概要

業が終盤を迎え基礎掘削が概ね完了したことによ

事業の詳細な内容が概ね確定したことから、コスト精査を
行いました。

○コスト縮減の工夫をしてもなお、前回計画変更以降の状況

変化により、基本計画に定める「建設に要する費用の概算

額」（事業費）を変更する必要が生じたため、今般、基本

計画の変更を行うものです。

一
『
ぬ

容
費
期

内
業

更
事
工

(案）

： 約4, 600億円→約5, 320{=

： 平成S1年度（変更なし）

｡
辺



口
基本計本 の変 容更内画e.

(1)基本計画変更の概要(工期）

ｒ
Ｌ

「
ノ

工程を精査した結果､工期に変更は生じません｡｢早期完成に向けた取り組みを進める｣との基本的な方針に沿っ
て､引き続き工期短縮に取り組みます。

｜ 項言 ’ 基本計画(第4回変更） 基本計画(第5回変更）

｜工期 ’工獺 ’ ’昭和42年度から平成31年度までの予定 昭和42年度から平成31年度までの予定

－：基本計画(第4回変更）
一：基本計画(第5回変更）

工程の繪盗

ｖ
蕪－1識1 H25年塵 I H26年度 H27年度 H29年度 H30年度 ■

■
■
唇

H31年度
句可

工魏

帯
“
。

侭締切

’
’

職撒塑

』 I

《俸薪一ド透賎〉
ー記

(作案ヤード識戒）
■■■■■■■

埋
休
工
事

I
本体闘速エ事
(ヤード造歳〉

’

１
１

一

一＝…… ■ ｜

’

本体工

茎
。
■

一 一一旦

I ｜ ー=＝＝ー

仮股僧

雫
･両

廿梼通瀦

荊
憾

1世L_豆ざ 『P
｡ １

１
＃1地補償

■I■■■■■■■■

｜
I ＝賊験湛水

１
２

注
注

この襲謹表は､螂業完成までの進め方の概ねの目安を示したものであり､実際の各エ程は現地の状況等により変更となる可能性があります。
補償の工程は､本体エ事等へ影響しない最大眼の工期を表したものであり､実際の工程は短縮される可能性があります。

10



零
雲重

3基本計画の変更内容本 変更内 堯寒索
》
‐ 旦鐸;を

;一~唖

(2)事業費変更の背景

｛ ｝前回基本計画変更(第4回変更)以降､事業費に関わる条件に変化が生じました。

｜ 年月 日
ﾛーーー

｜－ 事業の経緯

’
第4回基本計画変更告示

（工期変更（平成27年度→平成31年度）、洪水調節計画）
平成25年11月20日

|平成26年1月8日

|平成26年8月20日
|平成27年4月10日
|平成28年4月22日

八ツ場ダム本ｲﾎ建設工事の入札公告
八シ場ダム本体建設工事の契約
一級河川利根川水系八シ場ダム建設工事の事業認定を申請
|一級河川利根川水系八ツ場ダム建設工事の事業認定告示

匠 重■
一

基本計画(第4園 ’(l基本計画嘩蓉回変』_alL__j
一

“
一

｢－ ダム本体工事契約前 1 Iダム本体工事等②進捗

･ダム本体工蕊について､ボーリング調査結果等の既存資料をも
とに饗用等を窺定

･ダム本体工事に藩手し､地質状態が判明したことや､関係機関
との調整等が進展した星とにより､これに基づき必要な費用等を
算定

I ｝湛水に伴う地すべり等対策を調査･検討中 -I 湛水に伴う地すべり等対策箇所が判明

･調査､検討が進み､対策箇所が判明したため、これに基づき必
要な費用等を算定し､事業費の内数で計上

､調査｡検討段階であり､既存の技術情報をもとに検討した最
大限の地すべり等の範囲を想定し算定を行い､事業費の外数
で計上

II ）） コスト縮減計画内容がほぼ確定ｺｽﾄ縮減の内容を検討中

，更なるコスト縮減内容について検討中 ，コスト縮減内容がほぼ確定し､これに基づき必要な費用等を
算定

I I公共工事関連単価の変化等･消費税率の変更

11



1
1
1

’

｜
’

S｡基本計本 変画の変更内容内更
(3)事業費の主な増要因【1/25】

〆
’
１ ｝

事業費を精査した結果､720億円の増額となりました。(現事業費約4,600億円(平成22年度単
価)→新事業費(案)約5, 320億円(平成27年度単価))

事業蓋の主な増要因 単位 億円

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ＩI

増要因 増額

1．社会状況の変化に係る要因 91

口
1．1耐震化による変更 3

1‘2関係機関との鯛整等による変更(埋蔵文化財対応など）1‘2関係機関との鯛整等による変更(埋蔵文化財対応など） 88

一
“
ぬ 2．地すべり等安全対策に係る要因

｜塾､地すべり等安全対策による変更魁．1地すべり等安全対錨によ愚変更

141

14，1

3，現地状況の変化に係る要因 215

口
3．1地質条件の明確化等による変更 202

3．2用地取得難航等による変更3．2用地取得難航等による変更 13

4．自然災害に係る要因等

’4,‘洪水や大雪対応による変更4．1洪水や大雪対応による変更

8

8

5．社会経済的要因 266

5．1公共工事関連単価の変化等 233

5.2消費税率の変更5.2消費税率の変更 32

’ 今
回 計 720

※合計については､四捨五入の関係で一致しないことがあります。
12



l

l

'3基本計画の変更内容S・基本 変更内
(3)事業費の主な増要因【2/25】

事業費の内訳
(単位:億円）

｜ 細目 ’細目項 工種 現事業費 新事業費(案） 増額

建設費 4，277 4，997 720

工事費 984 1，518 535

ダム費 748 1，163 415

管理設備費 15 29 14

仮設備費 220 326 106

工事用動力費工事用動力費 0 0 0一
ｍ
②

測量設計費 755 851 96

用地費及び補償費 2,506 2，593 87

用地費及び補償費 1,221 1,221 0

補償工事費 1,3551，268 87

生活再建対策費生活再建対策費 16 16 0

船舶及び機械機器費 32 34 2

事業車両費事業車両費 1 1 0

営繕｡宿舎費 24 25 0

工事諸費

事業費

0298 298

4，600 5，320 720

※合計については､四捨五入の関係で一致しないことがあります。
13



更内容内.基本計画の変3

(3)事業費の主な増要因【3/25】
、

〆1．1耐屡化による変更(大規模地震に対する耐震性能照査による変更)…(約3億円）
本体関連構造物(ゲート部等)の耐震性能照査を実施したところ､門柱部の補強対策が必要となる可能性がある

ことが確認されました。このため､他ダムの事例をもとに､門柱部の鉄筋量の増加を想定し､その必要額を計上し

、ました。 ノL
~鈩

患幾画坪

鞘
令

1ｑ
９
月
ｑ
’
五

一

’ ’
一
蝉
や

（
砧名

園【
■稀 琴 ､詩 …－－ 1

雰亘:薗碩ダム(下霊面）
ー

~てこ雷

参考《耐震性能照蓋フロー》

’ I)i想定地震の選定

文献蓋料等の狐溌・想定地震の選定

’
I

’ 囚レベル2地震動の股定

・想定地震による地震勲の推定
※レベル2地震動の推定方法は、「ダム距離減衰式」
を用いる経験的方法によることを灘本

､

、

’I

、
動ダム本体の耐震性能の照査

･線形動的解析や禍傷過程等を考慮した地溌応答謡析
を実施し、貯水機能が維持されることの碓認や修復
方法等を検討

I

7

1 ⑳関連構造物等の耐溌性能の照壷

･放流設備のゲート零の関連構造物に捌蛎が生じた
としてもダムの貯水機能が維持されることを碓認

14

鉄

■画

全■

門柱部のコンクリート1m愚当たりの総鉄筋量
を鑓やし､苗垂性能を鐘保します．

獺

弱
一
口
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■
■
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■
巴
■
日
日
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§

；
占
飼
凶
馴
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ｓ
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a基本計画の変更内容基本 変 内更
(3)事業費の主な増要因【4/25】
／ 、
1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など）

（埋蔵文化財の試掘結果を踏まえた調査範囲の拡大等に伴う増)…(約67億円）

第4回基本計画変更以降の調査の進展及び新たな試掘結果を踏まえ､調査面積等が増大することとなりました。

また､複数の地層から遺跡や出土品が発掘され､調査費用が増額している事例を踏まえ､既存の調査実績単価

、と調査残面積から今後必要となる埋蔵文化財調査費用を見直しました。 － ‐ －一ノ

断面図(三平I遺跡）※複数の地暦から遺跡が発掘されたため､溺壷幾用が蝋加した事例（三平I遺跡）

馳

一
“
伽

両

艶

－ －公一

15



Sゞ基本計画の変 内容更
(3)事業費の主な増要因【5/25】

角2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など） 、

（事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増(付替鉄道))…(約12億円）

旧鉄道施設が水没した際の影響調査を実施したところ､枕木が防腐処理されていることが判明したため､関係機
関と調整し､水質の保全に万全を期すため､枕木等を撤去をすることとしました。

また､PCBを含む電気機器については､旧鉄道施設の一部として引き渡しを受けていることから､処分費用を計

、上しました。 ノ－ノ

○ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれる電気機器については､関係法令にもとづき､一時的に保管後､適正に処分することとしています。
公谷

ヂヂーー弓も旧長野原変電所内のPCBを含有する電気機器
Ｌ

■

■

中

Ｏ

Ｇ

■

■

●〕
二

夕
ゴ

グ
夕

P

諦
騨
⑳

記

』

'
‐

夕

段

F

岳

〃

夢

門／
。P

三島

鷹 臼

夕

ず

P
砿

吃
竃■

少
夕

､ 夕

ヂ

ヨ
ヨ

グ聖一心垂;短函

_＝、、、

夕
国勺凸宰丞嘩15F ゴ

夕
巳〆

…｡關過鋤農鬘耳角
〃

夕

ダ
釘

罫

膠要語
一

L 一
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＝
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言

掌
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元

ー

息芝

『雪冤ニニン鏑秒
枕木等撤去延長L=5"600m
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扇
で

＝

炉
〃
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都

声一
・》『
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O枕木等については､廃棄物処理法にもとづき､適正に処理します。 枕木“綴路等の撤去イメージ 1_f



’
蕊繍

2座

露國

基
匪刻

本計 変 容内画 更3。 の 鵜
削認

(3)事業費の主な増要因【6/25】
ノー

’1．2関係機関との調整等による変更(埋蔵文化財対応など） 、
（事業者等関係機関との調整による構造や施工計画の見直しによる増(景勝地の保全))…(約8億円）

名勝吾妻峡の景観の保全について､文化庁長官の回答を踏まえ､学識経験者等から構成される委員会に諮り検
討を進めた結果､周辺景観とダム等の構造物との調和を図るために､ダム堤体等の構造を－部変更する必要が生

＆じました。 ノ

○周辺景観とダム等の桶遺物との鯛和を図るために変更した主な項目
(参考）景観性に関わる評価項目(調和を図るための観点）

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

’ ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

要素 ’ ’変更項目 変更内容 澱和の観点 配慮の考え方 措溌

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

．大きさを小さく､形状を同じ高さに揃える鋤フーチング 小さくする､揃える 無くす(見えなくする）

個々の要素に
関わる事項

景観的なインパクト
を軽減

１
１
１
１
Ⅱ
１
１
川
ｑ
１
Ｉ
ｊ
川
口
印
Ｆ
Ｉ
Ｉ
．

②ケート撒作室く下流面） '綱､滞さ畿小さくする
櫓ビアと撚､形状を揃える

小さくする小さくする

揃える
ぼかす一

“
『 ③ケート撹作室〈上琉面） ‘形状1選丸みをつける(腰かす） ぼかす

揃える
関係性を整え､無秩
序な印錐を与えない

ようにし､ダム畿観
全体としての景観的
影韓を軽減

｜
’

紛蝉流壁 伽導流醗⑲噸獲ビアと幅透識える 整える
蕊素同士の関

係に間わる事
項

まとめる

⑳塊休下部埋め漢し 胴左右岸で蝋め漢し形状を識える 揃える
整える

’⑥ケート周りの法勾配 ､堤休上流面の瀧勾配を繕える．
‘ケート間りの法勾配をビアの外側まで延ばす(整える）

整える 溶け込ませる

蕊更項目

堤体上流面
＝

＝

ー

雲~】

■
や

‘
‐
，
‐
細
卿
繊
“
“
〃
塚
膨
・
９
口蝿k■

竺

17

､ﾌーチング

鰯ケ 室
ｊ

作
面
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軸

基塁"基本計 変 容更内
(3)事業費の主な増要因【7/ZS】

〆2'地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う地すべり等の対策費の増)…(約96億円） 一、、

1現計画では､平成2'年に定められた新たな技術指針※に基づき､当時得られている情報等をもとに最大限の範
｜ 囲を想定し､地すべり等の対策費を事業費の外数として整理していました。(従前から対策を予定していた3箇所は

現計画に計上）

今般､専門家の意見寒聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､従前3箇所を含む6箇所の対

、策が必要であることが判明したことから､必要な費用を事業費に計上しました。 ノ
地滑り検討･対策箇所一覧

”別｜撹黙｜，箇齢遮鍛
○

F可:地すべり対蠣璽“鯉する可能性力《翻馳風
:一~~~I :未圃結堆積物斜面対箪ｴを必要とする可能性がある地区
6－－－－－J

○●:対蕊必雲滴所 ○O:対乗不要箇所

ダム桟証筒 蛎蚕⑩軸驫
｜
蝿
一
ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
１
，
｜
；
幟
》
’
一
Ｉ
Ｉ
１
－
Ｉ
－
Ｉ
－
〃
ｉ
’
１
－
１
－

噸
篁謹零(II卿照

臆蕊夛霧忍(林）

１
１

現針面で
見込んでいる堆
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韓
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恩

W

鮮紬械肘
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／ゾ
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オ
ペ
リ
等
対
策

吟二社平
艤溜

ゼ

調＃
E
－や狸

函

邑了ﾖ屑■丘囚、

函

、

、

、

、

１珂罵
I”）句

~､＝

Ｉ
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地すべり対策 (イメージ図〆'圭j久々戸 V11邸竃

、
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、

ノ I

地すべり土塊の末端蕊健壷土を行うこ
とにより､地すべり潜動力に抵抗する力
を増加させ瞳地すべりを防正

地すべり土塊の頭部の荷重を除去す
る農とにより地すべりの滑動力を鮭減さ
せ､地すべりを防止

小鴬
(対鍛済） 翫『熊i3ふぷ基藍型

1．新たな術針匿の窒な内容 一一i

l驫繍溌灘雛繍
濃新た聴柵針:r貯水池周遡の地すべ1噸壷と対策に関す愚披備蛎針(案>･閥解脱｣平成2X"7月創土淡通省鐵剛騎治水灘 ；

ゲ
Ｌ
Ｌ押さえ盛土工(イメージ図）排ナエ(イメージ図）

地すべり

地すべり

珊すべり

地すべり

地すべり

地すべり

末閲結地積1

奉固紬堆積1

未固帖堪穣粕

幾固馳堆硬劇

排土工
樽さえ盛土工

押さえ塗土工

鶴土工
押さえ織創
鋼管枕民

樵土工
弾奏え蕊土エ

対董不要

騨さ免窯土工

対簸不饗

対望不興

対策不饗

認さえ窒土エ

対篭不要
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内容S.基本計 変更内画の

(3)事業費の主な増要因【8忽5】
、亀.,地すべり等安全対策による変更(湛水に伴う代替地地区の安全対策費の増)…(約44億円）

現計画では､平成18年に改正された宅地造成等規制法に定められた基準に従い､当時得られている情報等をもと
に 大限の範囲(5箇所)を想定し､代替地地区の安全対策費を事業費の外数として整理していました。

今般､専門家の意見を聴きながら安全対策の必要な調査等を進めた結果､5箇所の安全対策が必要であることが

ぜり明したことから､必要な費用を事業費に計上しました。 ノ

トー
｜

－

I
安全対策（イメージ図）

園砂州

さ軸罎… O代替地地厩の蜜金対策一覧 今

一

夢ｉ
一

杭を不動地盤まで貫入し､地すべり土塊
の滑動力を抗で抑制し､地すべりを防止

畿
″
凄
孝一一

一
画
⑫

杭エ(イメージ図）

－
献竺母

＝…

総内にアンカーを定繍させ､地す・ぺり滞
勤力をアンカーの割張力で抑え､地すべ
りを防止I感耐

0二重二墓垂：

一‐茸

一一蕾

跡禽
P

蕊軽－

噸雪
■君壊画一、

／

〆○宅地造成等規制法の主な内容 一

平成18年に宅地造成簿規制法が改正され､新規宅地造成に係る耐震性を確
アンカーェ(イメージ図）

／

保するための技術基準が法律上明確になった。 八趨寿春全＝■

姪I

代替地地区の

安全対策

地区名

川原湯①

)I源湯②

川原湯③

川原湯④

長野原

対策工法(案）

杭工

杭工

杭工

杭工

アンカーエ

杭ヱ

二二

アンカーエ



'三.基本計画の変 容更内
(3)事業費の主な増要因【9/25】

／ 、

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等))…(約41億円）

ダム本体の基礎掘肖l1の進捗により、掘削面の詳細な地質情報が明らかとなり、当初想定より硬い岩石の割合が
多いことや､除去が必要な弱層部が想定より深かったことなどから､これらにかかる掘削費用等が増額となりました。

ノ、

【断面図】 弱層部の追加掘削（左岸） (右岸）

諜
一 例【A断面】【EL580

■■ーーー■■D一一一一一一一一一一一一一

I
一
や
つ

＝

／
※上流から下流を望む【A断面】

硬い岩石の割合が増加
一一一一一一一一一一一一一 －＝－－－－－－－－－－－－

例【地質断面図(El.580m)】／

(上〉

悪

）
※A断面を､右岸から左岸方向にみた図

ウマ

』？碑

I※EL580mの断面を､翼上から風下方向にみた図

Q画初の懇疋

骨も唾の枠内が岩薯の分布漣圃

○実鰹の状魂
赤い範囲が過石の分布範盟 弱臓部の分布状況岩石の分布状況

20

I

I

凡例岩石範囲

門：当初

仁二コ：変更
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口
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一一一

S｡基本計画の変更内容本 詞

＝I

(3)事業費の主な増要因【10/25】
、／

S.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(本体掘削における土質区分の変更等(グラウヂング)))…(約3億円）

ダム本体の基礎掘肖llの進捗により､詳細な掘削面の地質情報が明らかとなり､弱部補強及び遮水性の改良のた
めのコンソリデーショングラウヂングを施工する範囲の見直しを行いました。

ノ、‐

Oコンソリデーショングラウチシグ範囲〈弱部補強）
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韮
＝

※真上から真下方向を見た図面

【平面図】 凡例コンソリデーシヨン

グラウチング範囲(弱部補鑑）

「一]当初

D;変更
織



|皇.基本言子画の変更内容基本 変更画3

手－7瓦昏些H‐6 F＝ニヱーー哲西』

(鋤事業費の主な増要因【11/25】
／ 、

、8. 1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(貯水池伐採範囲の精査))…(約36億円）

貯水池内の樹木伐採については､ダム管理上の観点から必要 低限の範囲とする計画としていましたが､悪臭な
どの代替地周辺の環境及び船舶の通行等に影響があることが判明したため､伐採範囲の見直しを行いました。
、 ノ

○樹木の伐採範囲について
当初 変更(追加範囲〉

伐採面積

伐概対鍬
範醐

一
蝉
悩

伐採対象
のイメ…ジ

※航路への影
（近30年にお

22



a基本計画の変更内容基 変本 更の
漣垂.三月

(3)事業費の主な増要因【1芝/25】
、〆

3.1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(地すべり対策等に支障となる水没橋梁の撤去))…(約11億円）

存置を予定していた水没する既設橋梁について､地すべり等対策の検討などが進捗し､施工の支障となることが
判明したこと等により､橋梁の撤去が必要となりました。
、 ノ

撤去橋梁の概要

卿
＊ ･I》

心
“ 罫

弓

厩暫戸ー■

酔

念？

ざ
ト ジ

FS~Z田機写真.下

替鎗◆

F，F，

戸戸

〈
F

用

' 』

コマ計

謀 鮒
、

横壁(未圃結堆輸物）
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｜
’S｡基 変本 容画の変更内の

(3)事業費の主な増要因【1巷/堂5】
／ 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(骨材プラントヤード基礎地盤の土質改良))…(約2億円）

骨材プラントヤードの土地造成については､現地の地山の切土土砂を盛土材として流用することとしていましたが、
地山の切土に－部軟弱土が含まれていたため､土質改良が必要となりました。
、 ノ［
骨材プラントヤードの土地造成

灘
●

塾｢＞弓
一
蝉
畢

極
唖

_ﾉごf
骨材ブラントヤード空搬 軟弱土の状態

切土した土砂に軟弱な土砂が含まれており、
土砂の巡搬を可能とするため、土賀改良を実
施し、盛土材に流刑

直直

土質改良
※盛土材1重流用 改良目標髄（コーン指数）

改典前：約200kN/m2"
U

改良後: M0kN/m2"'

(A画A

I圃山碗

尉鴛凹 劉閣一
▽

※1土地造成において適切な土質改良を行えば
使用可能なもの

※2土地造成においてそのまま使用可能なもの
『建設発生土利用マニュアル｣より

！

軟弱土に生石灰を混合し土質を改良
(スタピライザを用いた固化剤(生石灰)の混合状況）

断面図

24



｜
’S.基本計 内更

(3)事業費の主な増要因【1〃25】
／ 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(水理模型実験による減勢工の変更))…(約18億円）

， 水理模型実験|こより､放流水を減勢させるための構造の検討を進めた結果､減勢工構造の見直しが必要となりま

Lした。 ノ

○減勢工の見直し項目

l
I
l’ 翼適し理由見直し項目

流況の安定を目的とし､逆流域を形成,増大させるため､側壁の形状を斜めに開いた形状としたp側壁の形状
－－－

一－－ー －
ー

放流による浸食を受けない窩さで､速い流速での越水を避ける高さ磁保した②側壁の窩さ
－一

流況の安定誉園的とし、強制的に跳水を発生させるためのシルを設溌した③シルの股溌
－－－ －－

－

流況の安定を目的とし峰強制的に流れのエネルギーを減勢させるブロックを設置した④ブロックの設置
一戸一一三

⑤剛ダムの嵩上|ﾂ！

－－一一一－

一
噸
廟

流混の安購巻鬮的出し､磯定した跳水を発生させるための減勢池水位を硫保するために副ダムを嵩上げした

b
画盈(-

趣
Ｉ
ｉ
ｌ

弛
仏

I

班竜
ロ

②鰯壁の高さ轌
口

a-a'断震I

亡二進
９

入
内
川
引
勤
イ
、

」

ー

~

一

入

ひ
■
Ｐ
里

ざa 世
乃
Ｕ
Ｊ
側 |；

I
妙ブロックの設置

～

b-b'断面 | '職副ダムの樹上げ
卓⑳シルの般置

、

1)騨壁の形状
ー■

一

里

、へ､右岸
1
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１
１

＝

容内更
(3)事業費の主な増要因【15/25】
／ 、
3．1地質条件の明確化等による変更

（現地地質条件の変更等による増(建設副産物(脱水ケーキ)の処分))…(約16億円）

ダム本体工事に伴い骨材製造設備及びダムサイト濁水処理設備から発生する建設副産物(脱水ケーキ)につい
ては､盛土材への利用を予定していましたが､他ダムにおいて産業廃棄物として処理する割合が高いという実績を

、踏奉孟八ﾂ場ダﾑにおいても環境基準値を超過した場合を想定し､産業廃棄物としての処分費用を計上しました｡ノ
濁水処理設備 脱水ケーキ
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骨材製造設備では､骨材の洗浄水やふ為

い分け時に使われた濁水が濁水処理識備
|星送られます｡この設備では､擬薬剤番潟い
で微粒な縣濁粒芋を水と分離きせ間そい後
脱水篭行います｡

薙豐
ﾂご雲ジ

曝参’一J・噌診綴
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基本計画の蜜。

－一

S,基本 画

＝二
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一

Ｊ

一
一
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』変 容？内更

(3)事業費の主な増要因【16/25】
〆 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(町道工事における現地精査に伴う構造の変更))…(約8億円）

付替町道の一部区間において､ボーリングを実施したところ､推定岩盤線の位置が想定より深かったことから､当
初計画していた補強土壁工法から､他工法(鋼製桟道橋)に変更しました。

［ ノ

●推定岩盤線が当初想定していた深度よ蛇大幅に深い位置にある

●補強十壁T渓の 準（盛土高20m)を超え

●工法変更により掘削規模が減少するため､仮設時の斜面対策が不要に芯る

一
建
言

町道

27

変更当初



１
１
１基本 変 容更内S｡"

ー

(3)事業費の主な増要因【17/芝5】

ra,地質条件の明確化等による変更
、

（現地地質条件の変更等による増(管理設備計画の精査による変更))…(約10億円）

現計画では､他ダムの事例を参考にして必要な施設を見込んでいましたが､その後､東日本大震災後に改定され
た要領等に基づき具体的な検討を行った結果､非常用発電設備や放流警報設備の追加等が必要となりました。
L ノ

【放流薔報設備】
現地調査及び吾妻剛の既往洪水を踏まえた放流警報区間

の検討の結果､下流域の沿川住民や河川内利用者等に不聴
区間が生じないように警報局の箇所数が変更となりました。

【非常用発電設備】

東日本大震災での停電実績を踏まえ､停電の想定期間が3
日から7日間に変更となりました。

また､基準に基づく非常用電源設備鋤増強､及び必要な燃料
が確保できる設備に変更となりました。》

ぬ
、 14局→堂9局

1合一2台
燕当初は､主要篇所(支川の合流点等)に放流警報設備を設置する

計画でした賊現地調謹の結果､河道沿いに公園や釣り場等の点在
が確認されたため､警報範囲を拡充しました。また､周囲に民家が
多く騒音問題が懸念される箇所への対策として､スピーカとサイレン
の併用に見直しを行いました。

’

P

非常用発澄機2台
似

ゲート設備及びダム管理穂

に電力を供給し機能を確保
１
１
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－

基本計画の変 容更内S.

(3)事業費の主な増要因【18/芝5】
／ 、

3．1地質条件の明確化等による変更
（現地地質条件の変更等による増(盛土材調達の計画変更))…(約41億円）

流路工の盛土材は他事業からの受け入れを想定していましたが､土砂の受け入れ段階において､必要な受土量
が確保できなかったため､新たに盛土材の確保(採取､運搬)が必要となりました。
、 ノ

流路工（盛土） 。土砂採取予定箇所位置図
|他事業からの発生土砂の受け入れを想定－－斗 トー

圏厩周厩
一
鍾
鍾

４

口

Ｊ

Ｏ

◆

一

口

。

施工段階において､土砂の

発生時期と受入時期等が
あえば受け入れ可能

、'

（土砂錦熟工事）(土砂錦熟工事）

土砂の受け入れのイメージ図
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基本計画の変更内更 容3。

(3)事業費の主な増要因【19/25】

ra!地質条件の明確化等による変更 、

|代驫鰐薑懸懲舗I鰐欝諜鰯鐙篁蓋繍惹章蝋:懸礎の地盤
L改良(置き換え工)､盛土法先部の地盤改良(ｾﾒﾝﾄ改良工)が必要となりました。 ノ
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3．基本計画の変更
一一ユー

基 変本念． 内容内
(3)事業費め主な増要因【芝O/25】

、〆

3.2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(本体工事における用地交渉に伴う運搬経路の変更))…(約12億円）

想定していた土砂搬出先の用地取得に時間を要したことにより､別の残土置場への運搬及び運搬路整備が必要
となりました。

ノ、

更理鹿更項目 轡
一

ク
一

尾

垂
|川原畑残土溌瑚の変更 O残土麓場と想定していた水没地内の用地取得に時悶を要し､別の残土置

襲簿への還臘が必要となりました。 ①残土量増【打越】
（二次盛土）

〆戸

役土砂通撒蹄(脳般椴蕊>の補講 O残土臘蝋へ運搬するため､25tダンプに対応する緊設樗梁の補強が新たに
必要となり漢した鰻
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4一

Sゞ基本計画の変 内容容更
(3)事業費の主な増要因【劃/25】

／ ~、

3．2用地取得難航等による変更
（用地制約に伴う運搬ルート変更等による増(用地交渉難航に伴う裁決申請図書作成等))…(約0｡5億円）

水没地等における未取得用地について､任意協議と並行して適切な時期に収用手続きを進めるため､土地収用
法第35条に基づく立入調査(土地測量､立木調査等)、36条に基づく裁決申請図書の作成が必要となりました。
、 ノ
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軍妃
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画の変更内容so基本計
雲：

一

一

(3>事業費の主な増要因【22/2辱】
、

1〆

4.1洪水や大雪対応による変更(今後の洪水や大雪対応等による増)…(約8億円）

自然災害により、工事現場等の復旧が必要となった実績を踏まえ､今後の自然災害の発生を想定し､復旧費用を
計上しました。

ノに

‐

=I生睾竃･土砂垂11

楠
つ
“

3
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1

1 3.基本計画 変 容更内の

(3)事業費の主な増要因【23/25】
／5．1公共工事関連単価の変化等(公共工事関連単価の変化)…(約212億円） 、

現事業費は､第4回基本計画変更時の単価(注'をもとに算定しています｡新事業費(案)については､その後､平
成25年度以降の変動を踏まえた費用を事業費に計上しています｡(注2

また､平成25年度～平成28年度の傾向から､平成28年度以降の単価の変動を推定し､今後に備えるための費用
、を事業費に計上しました。 ノ

１
１ ■年度別単価上昇率(労務､資材､機械経費等） ’ 実線部

点線部
H28年度以降はH27年度単価
H28年度は実績単価､H29年度以降はH25～H28年度の傾向による推定

170 H25=R28年度め燗可にま為推

隆160 ■：実横億

口 :推定値ロ :推定値
（
９
丁
萬
馨
掛
砿
判
壜
恕

|’掴
。
“

直云う謹直盤
価の単価差150

_”...､-----=-~●7140

130 ＝

凸ニーザタュェロ△苧7
_一か卓△-~卓120

110

100

90

＝ 幸

I124年度

100．0

H25年度

，'18．2

H27年度

130．8

H30年震

146．9

H31年度

152．7

1126年度

126．9

1128年度

135．4

!129年度

141．2－労務単価

一一労務(測)単価 '00．0 1“､5 106．4 112．4 1’'6．7 122．．1 127.5 132．9

一麓祷費 1000 100,4 105．1 103.3 101‘4 101．7 102．1 102.4

－機擢識鍵 100,0 100．0 103．1 103.1 105.2･ 106.9 108.7 110.4

注1:第4回基率瀞画変更時の単価は､ダム検鉦時に算定した平成22年度単価を採用している．
注2:平成22年度から平成24年鹿までは大きな単価の変動が生じていなかったため､平成24年度蝋価を難準として騨出を行った． 34



S｡基本計画本 変更内容内の

(3)事業費の主な増要因【24/25】

/5．，公共工事関連単価の変化等(一般管理費等の改定による変更)…(約2,億円） 、

平成27年度の国土交通省土木工事積算基準等の改定により､一般管理費等率が約20％､現場管理費率が5％、
設計業務委託等の諸経費が約5％増加しました｡平成27年度以降の工事等に改定後の積算基準を反映させたこと

、による増額が生じました。 ノ

Z5弾

瞳蕊徴用の難本柵成
（イメージ図）
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わせて改定されました。
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ー －

※1及び※2.：士木工瓢標準毅算艦準瞥（共通鍋）平賎28年度（4月版）より抜粋35
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S｡基本計画の変更内容内 窯 準

望邸…

(3)事業費の主な増要因【25/25】

〆
、

、
ノ

5.2消費税率の変更…(約32億円）

現事業贄は消費税5％を考慮したものでしたが､平成26年4月以降については､8％に変更しました。

消費税率の変遷(消善我率）
ー

”
○
動

平成26年4月
8％

10％
今回見込んだ
消費税

－

平成9年4月
5蝿

■
平成元年4月

3％

5％ ー

前回まで見

込んでいた

消費税

産

唖
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昭和e1年平成3年 平成8年平成13年平成18年平成23年平成28年～
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本計画 変 容念 の
2 －

ー

B2二二

(4)コスト縮減の取り組み【1/6】

可新事業費(案)の増額720億円は､今後実施予定の約76億円のコスト縮減を見込んだ上での額です。

ｺｽﾄ縮減の取り組み
単位:億円

１
１

縮減内容 縮減額

■

1．工事の設計"施工等の蔓直しに係る縮減 ▲ 7

1．1本体工事いための工事用道路の幅員等見直u二よる減踵
つ
『

▲ 4

1．2他事業の建設発生土を盛土材料I遥有効活用することによる減1．2他事業の建設発生土を盛土材料I遥有効活用することによる減 ▲ 3

堂・管理計画等的見直しに擦る縮猿 ▲ 22

2’1貯水池内伐採を選択伐採とし、伐採範囲を縮小したことによる減
▲ 12

Ｉ

■
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Ｉ
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

望。2水没区間鋤泊鉄道施設②バラスIG｡撤去費用②取り止めによる減望。2水没区間鋤泊鉄道施設②バラス1－撤去費用②取り止めによる減 ▲ 1C
ﾛ

3．調査｡設計等の精度向上に係る縮減

|s ,巽墓鶇等の精度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の3｡1鶉鰯慧=雪精度向上に伴う貯水池周辺における垂すべり等の
▲ 47

１
１

▲ 47

今
二 計

▲ ア6

※合計については､鯛捨蕊入の関係で－数しないことがあります。
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3-基本計画の変更内容基本 内3 ■

(4)コスト縮減の取り組み【2/6D

／ 、
1．1工事の設計･施工等の見直しに係る縮減

（本体工事のための工事用道路の幅員等見直しによる減)…(約▲4億円）

ダム本体の掘削残土や地すべり対策などの工事用道路において､大型ダンプ(25t及び40t)の対面通行ができる
道路拡幅を計画していましたが､施工計画を照査(実車と空車の通行区分け等)し､①橋梁補強箇所の削減､②対
面通行から交互通行へ見直し､③仮設橋梁の構造変更を実施することにより､コスト縮減を図ることとしました。
L － 一ノ

2）

ノ

①橋梁補強箇所の削減
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’基本 変計画の 容更内3 の

(4)コスト縮減の取り組み【3/6】

角.五事の設計.施工等の見直しに係る縮減 、

（他事業の建設発生土を盛土材料に有効活用することによる減)…(約▲3億円）

盛土材料を現場内採取で賄うこととしていましたが､関東地方整備局管内の他事業等の建設発生土を本工事現 ｜
場に搬入してもらうように他事業と調達時期等についての調整を進め､土砂採取･運搬経費等の縮減を図ることとし ｜

、ました。 － ‐ ノ

悩
○
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＝墨華旦1鷲冨璽』癬翌…争痴 製此珊j錘を窒巴垂秘曼 亜こ＝

基本計画の変 容更内3
K…＝王 j舎那

一一一

二

(4)コスト縮減の取り組み【4/6】

r2]管理計画等の見直しに係る縮減 、

（貯水池内伐採を選択伐採とし､伐採範囲を縮小したことによる減)…(約▲12億円）

貯水池内の樹木伐採範囲について､上流部では視点場からの不可視範囲を対象として樹木を存置することとし､そ

、れ以外は航路への影響のない水位以下の樹木は存置することとし､コスト縮減を図ることとしました。 ノ

○樹木の伐採範囲について
縮漉誌 繕滅後

伐採面潅 約111ha 約78ha

･視点場からの可視範囲を対鯨
･流木止めより上流で_常時満水位以

下､航路への影癬のない水位※以上の間
伐採対謹
範圃 .常時満水位以下を全伐採
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一

基本 変 容内更S の盆
一

一－1■■■■

(4)コスト縮減の取り組み【5/6】
／ 、

2．2管理計画等の見直しに係る縮減
（水没区間の旧鉄道施設のバラスト撤去費用の取り止めによる減)…(約▲10億円）

水没区間内の旧鉄道施設は全撤去する計画でしたが､線路施設の取り扱いについて､環境調査結果及び､関係
機関等と調整を踏まえ､バラストを存置し､コスト縮減を図ることとしました。
、 ノ
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(4)コスー縮減の取り組み【6/6】
／ 、
3．1調査･設計等の精度向上に係る縮減

（地質調査等の精度向上に伴う貯水池周辺における地すべり等の対策の減)…(約▲47億円）

貯水池周辺の地すべり等対策において､平成21年に定められた新たな技術指針※に基づき､ダム検証時では11箇
所(うち1箇所対策済)が対策を必要とする可能性のある箇所としていました｡その後､平成25年度から専門家の意見
を聴きながら地すべり等対策の必要な調査等を進めた結果､対策箇所を6箇所(うち1箇所対策済)に限定しました。
L ノ

○地滑り検討･対策箇所一覧
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